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要約  

移住者の人権に関する特別報告者のホルヘ・ブスタマンテは、2010

年 3 月 23日から 31日に日本への公式訪問を実施し、東京、名古屋、

豊田および浜松を訪問した。 

日本が、特に近年の経済危機における移住者への影響を軽減するこ

となど、移住者の保護に関する一定の措置を講じていると認識する一

方、特別報告者は、取り組まれるべき多岐にわたる問題が残っている

ことに留意した。さらに、日本国政府は日本社会への移住者の統合に

ついての政策を持たず、むしろ、政策は国境管理に基本的に焦点が当

てられている。 

特別報告者は、この文脈において、根強い人種差別と外国人嫌いお

よびこれらの行為を明白に禁じる法令の欠如、労働分野における移住

者の搾取、移住者の権利保護における司法と警察による介入の欠如、

非正規移住者の収容と送還に関する厳しい政策、移住者の子どもが日

本の若しくは外国の学校で教育を受ける上での困難性、ならびに移住

者の人権を尊重し、彼らの日本社会への統合を確保する包括的な移民

政策の欠如に対処する必要性など、政府に対していくつかの勧告をす

る。 

 

                                                 
＊ 要約は全ての公式言語で配布されている。報告は、要約に添付されているが、提出された言語のみ

にて配布されている。 
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ⅠⅠⅠⅠ．．．．    序文序文序文序文 

1.  移住者の人権に関する特別報告者のホルヘ・ブスタマンテは、日本政府の招

きにより、2010年 3月 23日から 31日まで、日本への公式訪問を実施した。特

別報告者は、東京、名古屋、豊田および浜松において、閣僚、中央政府と地方

自治体の当局者、国際機関、弁護士、学校教諭、研究者、市民団体の構成員お

よび男女の移住者とその子どもらと面会し、移住者団体とも面会した。 

2.  特別報告者は、日本政府の協力、および、特に国際移住機関と市民団体など

のこの訪問に支援を提供した様々な団体に感謝の意を表明する。 

 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．    一般的背景一般的背景一般的背景一般的背景：：：：日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける移住移住移住移住のののの事実事実事実事実 

3.  2009年末時点での日本にいる登録外国人住民の数は 218万 6121人であった

が、これは日本の総人口 1 億 2750万人の 1.71パーセントに相当する。登録外

国人住民の数は 2008年末より 0.03パーセント減少したものの、1999年より上

昇傾向にある。日本に居住する外国人の最多は中国人であり（68万 518人）、

韓国・朝鮮人（57万 8495人）1、ブラジル人（26万 7456人）、フィリピン人

（21万 1716人）の順に続く。日本にいる移住者の数はほかの産業国と比較す

ると極めて低く、アメリカ合衆国は 13.5パーセント、ドイツは 13.1パーセン

ト、フランスは 10.7パーセント、そしてイタリアは 7.4パーセントとなってい

る。2 

4.  日本では、移住者は「オールドカマー」または「ニューカマー」のどちらか

で呼ばれる。「オールドカマー」は、主に中国人と韓国・朝鮮人であり、第二

次世界大戦前または戦中に日本に来て（又は強制的に連れて来られ）、戦後も

日本に留まった者たちとその子孫である。「ニューカマー」は、それより近年、

主に 1980年代以降に日本に移住した人々である。 

5.  1970 年代後半、ベトナム、ラオスとカンボジア出身のインドシナ難民が、

日本を含む近隣の国々に庇護を求めた。1980年代と 1990年代、日本経済の好

調および国内企業が労働者を確保することの困難性により、移住労働者、主に

東南アジアとラテンアメリカ出身の移住労働者の数が大きく増加した。1990

年の出入国管理及び難民認定法の大幅な改正は、日本人の子孫（日系 3世まで）

に日本での就労制限のない定住者の在留資格を認めた。しかしながら、労働移

住に幅広い機会を与えない厳しい移住政策により、多くの移住労働者が短期滞

在ビザまたは興行や研修生の在留資格で上陸し、「超過滞在者」となる。2010

                                                 
1  入国管理 2010年版、法務省。 
2  『国際的な移住の傾向：2008年改訂版』 国連経済社会局人口部 POP/DB/MIG/Stock/Rev.2008
（2009）。 
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年 1月時点では、過去 5年にわたって実施された全国での精力的な取締りによ

り、日本の非正規移住者の推定人口は 11万人となっている。 

6.  1980年代と 1990年代の日本の移住者数の大きな増加は、社会福祉、医寮、

住居、子どもの教育や公正な雇用条件へのアクセスおよび地域社会への参加と

統合に関する問題を生み出した。これらの問題の多くは、今日まで不十分な注

目しか集めていない。さらに、これらの問題は、移住者に対して重度にかつし

ばしば不公平に影響している 2008年の経済低迷によって悪化している。 

7.  難民に関しては、1981年に 1951年の難民の地位に関する条約に加入して以

降、法律によって難民認定および難民の地位の付与が規定されている。しかし、

実際には、政府は難民の認定について非常に躊躇している。2009年には、わず

か 30人の庇護希望者にしか難民の地位が与えられず、一方で、501人に人道的

な理由で在留許可が認められた。 

 

ⅢⅢⅢⅢ．．．．    移住者移住者移住者移住者のののの人権保護人権保護人権保護人権保護にににに関関関関するするするする標準的及標準的及標準的及標準的及びびびび制度的枠組制度的枠組制度的枠組制度的枠組みみみみ    ［省略］ 

 

ⅣⅣⅣⅣ．．．．    優優優優れたれたれたれた慣行慣行慣行慣行    ［省略］ 

 

ⅤⅤⅤⅤ．．．．    移住者移住者移住者移住者のののの人権保護人権保護人権保護人権保護におけるにおけるにおけるにおける主要主要主要主要なななな問題問題問題問題 

［省略］ 

F.    非正規非正規非正規非正規移住者移住者移住者移住者のののの正規化手段正規化手段正規化手段正規化手段のののの欠如欠如欠如欠如 

45.  日本政府が提供する統計によると、在留期限を超過した移住者が約 9 万人

日本に居住している。さらに、日本に不法入国した者が別に約 2万人いると言

われている。 

46.  日本は 27種類の在留資格を設置しているが、これらは、学生、実習生や研

修生などの少ない特定分類の例外を除き、専門的または技術的な分野の移住労

働者あるいは日本国民と家族の又は血の繋がりのある者のみを受入れるとい

う日本の政策を反映している。労働能力に基づくこの分類外では、工場や建設

労働者などの所謂「ブルーカラー」を含めるものはない。あらゆる分野での労

働を資格保持者に認める一般的な在留資格はない。その結果、移住者は、日系

人、日本人配偶者または研修・技能実習生といった地位を理由に在留資格を得

ている場合を除き、「ブルーカラー」として適法に働く可能性を事実上持たな

い。それゆえ、工場や建設分野で働いている多くの移住者は非正規である。 

47.  日本は、日本に特定の期間を居住した非正規移住者の正規化をしていない。

多くの者が日本で数年間生活しており、中には 15年または 20年以上の者もお

り、また、日本で生まれて教育を受けている子どもを持ち、家族を築いている。

彼らは恒久的に送還の危機に脅え、そのことがそれらの者たちの家族全体に影
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響している。非正規移住が犯罪増加 13や経済低迷の一因になっていると指摘し

た 2003年に政府が公表した犯罪に関する報告の後、政府は非正規移民に対す

る管理を数年にわたって強化した。その結果、彼らはますます職務質問を受け

たり、逮捕されたり、送還されるようになっている。 

48.  移住者が正規の資格を得る唯一の可能性は「在留特別許可」である。法務

省の統計によると、2008年に 3 万 9382人が退去強制手続きを受けた一方で、

8522人に在留特別許可が与えられた。後者の大半は日本人と結婚した非正規移

住者であった。この許可は、法律に規定されていない裁量的な要件に基づいて

法務大臣により与えられる。在留特別許可の申請は、退令手続中にのみするこ

とができる。退去強制に関する決定が出された場合、当該者はそれに対して異

議の申出をすることができ、そして、それに基づいて法務大臣は在留特別許可

を与えることができる。この手続が透明性を欠いているように思えること、お

よび、非正規移住労働者が雇用に基づいて地位を正規化する法的な道筋がない

ことについて、特別報告者は懸念している。 

 

G.    非正規非正規非正規非正規移住労働者移住労働者移住労働者移住労働者とととと庇護希望者庇護希望者庇護希望者庇護希望者のののの収容収容収容収容 

49.  入管法によると入国管理局の収容所での収容は非正規移住者および有効な

証明書や法的地位を持たない庇護希望者に関する規則であるが、場所の都合上、

多数の非正規移住者が暫定的に釈放されている。しかし、相当数の非正規移住

者と庇護希望者がかなりの長期間、司法へのアクセスを限定されつつ収容され

ている。弁護士は在留特別許可の申請手続への参加を認められているものの、

そのような参加は制限的である。在留特別許可申請が不許可となった場合、当

該者は収容されて送還を待つことになる。 

50.  収容に時間的な制限がないということに関連した別の懸念があり、政府は

なにかしらの理由である者を送還できない場合、その者を無期限に収容するこ

とができる。特別報告者は、東日本入国管理センターで約 2年間収容されてい

た非正規移住者と庇護希望者に面会した。その者たちは耐え難い精神状態にあ

り、裁判を受けることなしに又はいかなる犯罪で有罪とされることもなしに、

また、釈放されるか否か又はいつ釈放されるか不知のままに長期間収容されて

いた。拷問禁止委員会が 2007年の日本に対する最終見解（CAT/C/JPN/CO/1）

で述べているように、移住者または庇護希望者の無期限収容は、拷問及び他の

残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第 3条に

違反する。日本は送還を待つ者に関する収容期間への制限を設置すべきである。 

51.  特別報告者が面会した被収容者の多くは、様々な疾病に苦しんでおり、ケ

ースによっては非常に重大な疾病に苦しんでいた。また、大半の者が、適切な

                                                 
13  前掲書 
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医寮を受けていないことについて不満を述べていた。彼らは収容前に受けてい

た薬剤治療の継続を認められておらず、代わりに軽い薬剤を与えられていた。

このことは、彼らの健康および回復の可能性を重大に損なっていた。例えば、

糖尿病を罹患したある被収容者は、鎮痛剤しか与えられないこと、症状が甚だ

しく悪化したことを報告した。 

52.  収容所における暴力の使用に関しては、被収容者たちは公正に扱われてい

ること、および暴力を受けていない旨を報告したが、特別報告者は、退令手続

中の暴力の使用に関する複数の事案を聞いた。例えば、2010年 3 月 22日、公

式訪問の前日、本国に送還途中のガーナ出身の非正規移住者の Abubakar Awude 

Surajが、東京の成田空港で死亡した。彼は 2006年より日本人女性と結婚して

おり、適法な許可なしに日本に在留していた以外の理由なしに、2 年間収容さ

れていた。この事件は現在刑事事件となっているが、特別報告者は、これが特

別報告者に報告されているように、退令手続中の暴力の一つの典型である可能

性を懸念している。 

53.  収容中または退令手続中の虐待または適切なサービスへのアクセスの欠如

に対する苦情に関し、特別報告者は、被収容者が収容施設の副所長に対し、提

案箱を通じて苦情を申立てることができること、法務大臣によってその苦情に

関して追加的な審査があることを伝えられた。訪問した時点では、収容施設で

起った人権侵害を監視する独立したメカニズムはなかった。この点に関し、特

別報告者は、2010年 7月の入国者収容所等視察委員会の設置について前向きに

言及する。当該委員会の任務は、「処遇の透明性の確保、収容所等の運営の改

善向上」14を目的としており、学識経験者、法曹関係者、医寮関係者、国際機

関や非政府機関の関係者など幅広い分野の独立した有識者から構成される。 

 

H.    非正規非正規非正規非正規移住者移住者移住者移住者とととと庇護希望者庇護希望者庇護希望者庇護希望者のののの送還送還送還送還 

54.  特別報告者は、非正規移住者と庇護希望者の収容と送還が、子どもたちに

重大な影響を与えていると判断した。例えば、特別報告者は、2010年に日本で

16年間生活していたペルー人女性が彼女の 10歳の子どもと共に逮捕・収容さ

れた事件について伝えられた。この母子は、弁護士に面会する機会を与えられ

ることなく、翌朝送還された。この子どもは日本で生まれ、日本の学校に通い、

非常に限られたスペイン語能力しか持っていなかった。日本で生まれて日本語

しか離せない 14歳の子どもがいる 20年以上日本で生活していた別の家族の事

件において、裁判所は、彼らが在留資格を持っていないことを理由に、父親は

パキスタンに、母親と子はフィリピンに送還されるとの判決を下した。 

                                                 
14  入国管理局「入国者収容所等視察委員会の設置」 

www.immi-moj.go.jp/english/newimmiact/q_a_details5_english.html.よりアクセス可 
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55.  特別報告者は、父母の送還の結果として父母と分離させられた子どもの複

数の事案についても伝えられた。カルデロン・ノリコ事件において、入国管理

局は家族全員に対して退去強制令を出した。その後、子どものみに在留特別許

可を与え、適当な後見人の保護の下で彼女に学習の継続を認めている。ノリコ

は、日本で生まれ、良い成績で日本の学校に通う 13歳の少女であったが、自

身の教育の権利を取るか父母を取るかの選択を余儀なくされた。彼女は日本で

の教育の継続する決心をし、結果、彼女の父母は送還された。この事件は、日

本社会に激しい論争を巻き起こした。 

56.  特別報告者は、ノリコおよび本人若しくはその父母が送還の危機にさらさ

れている他の子どもたちに会った。彼らはいずれも、彼らが日本で生まれ、母

国語が日本語であり、そして、父母の出身国の言語（多くの場合、スペイン語

やフィリピン語）を話せないことから、送還されることが彼らの人生と教育を

破壊するおそれがあると説明した。彼らは、別の言語で教育を続けることがで

きない状態になるか、長年の教育を失うことになる。 

［省略］ 

 

VI.    結論結論結論結論とととと勧告勧告勧告勧告 

［省略］ 

81.  子ども移住者の人権について 

(a) 日本は、子ども最善の利益の原則が、子どもに影響を与えるあらゆる司法

および行政の決定を誘導するように確保するべきである。この点において、

日本は、子どもの最善の利益が自由を奪われた子どもが大人から分離される

か否かの決定において考慮されるように、子どもの権利条約第 37条(c)項へ

の留保を見直すべきである。特に、父母との分離が子どもの最善の利益にな

る場合を除き、子どもが自らの意思に反して父母と分離されることがないよ

うに確保するべきである。 

(b) 社会の基本的単位としての家族が国家保護を受ける権利は、十分な保護を

受け、また、日本の司法と行政の決定および政策において体系的に考慮され

るべきである。これと関連し、日本は、送還の結果として子どもが自らの意

思および最善の利益に反して父母から分離されないことを保障するために、

子どもの権利条約第 9条 1項に関するその宣言を見直すべきである。それゆ

え、日本は、移住者の創刊に関連する意思決定プロセスを見直し、退令手続

において子どもの最善の利益が体系的に第一に考慮されるように確保する

べきである。同じような文脈において、特別報告者は、日本の当局が家族統

合に係る申請の決定において家族単位の重要性に相応の重要性を与えるべ

く、子どもの権利条約第 10条 1 項に係るその宣言について再考すべきであ

る。 
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(c) 子ども移住者の教育の権利が認められ、法によって保障されるべきである。

政府は、日本の学校または外国人学校における子ども移住者の学習を促進す

る取り組みを強め、日本の学校での教育を希望する子ども移住者に対して日

本語の学習支援を提供する取り組みを強めるべきである。政府は、低い日本

語能力や異文化背景などの構造的な障害に対処する教育プログラムを発展

させるべきである。また、政府は、あらゆる子ども移住者の日本語教育への

アクセスを保障する国家政策を設置するべきである。このアクセスは、地方

自治体レベルで適用されうる政策に依存するべきではなく、国家レベルにお

いて政府の財政的支援を受けるべきである。この文脈において、政府は、既

に適用して肯定的な結果を生んでいる一部の学校の経験を踏まえ、子ども移

住者の高校進学に関する特別準備プログラムおよび別の試験を設置するべ

きである。 

(d) 障害を持つ又は心理援助を要する子ども移住者は、彼らの発展、教育およ

び健康を損なうことがないように、適切かつ適時の支援を受けるべきである。

また、彼らの父母は、法で規定されているように、少なくとも日本人の子ど

もに与えられているものと同程度の金銭的支援などの適切な支援を受ける

べきである。 

(e) 中央政府および都道府県の地方自治体政府は、外国人学校への財政的な支

援も増加するべきである。さらに、外国人学校間で差別をしないため、政府

は、韓国人、ブラジル人、ペルー人、フィリピン人や他の外国人学校が、他

の私立の国際学校や日本の学校と同じ支援を受けるために、それらへの補助

金を増額し、税制優遇措置を適用するべきである。最後に、他の外国人学校

の卒業者と同じように、朝鮮学校の卒業者に大学入試を受ける資格を与える

べきである。 

(f) 日本は、移住者が日本語を学習する機会を与える努力を増やすべきである。

政府の制度に加え、政府は、移住労働者を雇用する民間企業と協力関係を結

ぶことを検討し、それらの企業が外国人被雇用者に日本語教室を与えること、

またはそのような教室を支援する政府助成金を奨励するべきである。 

82.  非正規移住者と庇護希望者の収容について 

(a) 厳密に必要とされる場合に収容を限定するための明確な要件を設置する

べきである。立法により、移住者の収容の代替措置を規定するべきである。

入管法は、送還を待つ間の収容の最長期間を導入すべく改正するべきである。

病人、未成年または未成年者の父母の収容は避けられなければならない。 

(b) 収容所で移住者に与える医療の水準を改善する緊急措置が適用されなけ

ればならない。 

(c) 退令手続中の暴力を防止するため、退令担当官に対する研修および他の意
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識向上活動が実施されるべきである。 

(d) 入国者収容所等視察委員会は、実効的に収容所の状況を監視し、苦情につ

いて適時に対応するのに適切な資源および権威を与えられるべきである。19 

(e) 女性移住者に対する差別に対処するため、専門の官庁が設置されるべきで

あり、また、実効的な措置が適用されるべきである。特に、日本人と外国人

の夫婦が別離する場合、日本人配偶者の反対のみを理由にして外国人配偶者

はその在留資格を失うべきではない。司法は、子どもの養育権に関し、外国

人配偶者と日本人配偶者の平等の権利を認め、かつ実効的に保障するべきで

あり、また、ドメスティック・バイオレンスの場合で被害者が外国人配偶者

である場合、外国人被害者の権利はいっそう維持されるべきである。この分

野の裁判所判決に関する統計は、別離した移住者の配偶者と子どもの状況を

評価して適切な措置を適用するために、蓄積され且つ適切な研究がなされる

べきである。 

［省略］ 

 

［了］ 

                                                 
19  送還を待つ非正規移住者と庇護希望者の収容に関し、特別報告者は、日本政府に対し、2008年の

規約人権委員会（CCPR/C/JPN/CO/5, para. 20）および2007年の拷問禁止委員会（CAT/C/JPN/CO/1, para. 

14）による日本に関する最終見解を照会した。 


